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いたしました。 

 次に、日程第21、議案第70号 平成24年度長

井市水道事業会計補正予算第１号の１件につい

て採決いたします。 

 議案第70号について、予算特別委員長の報告

は原案可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○蒲生光男議長 起立全員であります。 

 よって、議案第70号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

 

 

 委員会付託の省略について 

 

 

○蒲生光男議長 お諮りいたします。これから上

程いたします議案は、委員会付託を省略し、全

員でご審議願いたいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○蒲生光男議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第２２ 議案第７１号 長井市 

 教育委員会委員の任命について 

 日程第２３ 議案第７２号 長井市 

 教育委員会委員の任命について 

 

 

○蒲生光男議長 日程第22、議案第71号 長井市

教育委員会委員の任命について及び日程第23、

議案第72号 長井市教育委員会委員の任命につ

いての２件を一括議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 議案第71号及び議案第72号の２

議案についてご説明を申し上げます。 

 いずれも長井市教育委員会委員の任命につい

てでございまして、議案第71号では、平成24年

10月２日をもって任期満了となります加藤弘二

さんを引き続き長井市教育委員会委員に任命い

たすため、議案第72号では、平成24年10月２日

をもって任期満了となります長井市教育委員会

委員の後任者として、平とも子さんを任命いた

すため、それぞれご提案申し上げるものでござ

います。 

 よろしくご同意賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○蒲生光男議長 提案者の説明が終わりました。 

 ここで審議の都合上、加藤弘二教育委員長の

退席を求めます。 

  （加藤弘二教育委員長 退席） 

○蒲生光男議長 本案は、いずれも人事案件であ

りますので、質疑、討論は省略し、採決いたし

ます。 

 議案第71号の１件について、原案に同意する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○蒲生光男議長 起立全員であります。 

 よって、議案第71号は、原案に同意すること

に決定いたしました。 

 ここで、加藤弘二教育委員長の復席を求めま

す。 

  （加藤弘二教育委員長復席） 

○蒲生光男議長 加藤弘二教育委員長に申し上げ

ます。 

 あなたの長井市教育委員会委員の任命に同意

いたしましたので、告知いたします。 

 次に、議案第72号の１件について、原案に同

意することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○蒲生光男議長 起立全員であります。 
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 よって、議案第72号は、原案に同意すること

に決定いたしました。 

 

 

 日程第２４ 議案第７３号 市政功 

 労者の表彰について外２件 

 

 

○蒲生光男議長 日程第24、議案第73号 市政功

労者の表彰についてから、日程第26、議案第75

号 市政功労者の表彰についてまでの３件を一

括議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 議案第73号から議案第75号まで

の３議案についてご説明を申し上げます。 

 これらはいずれも市政功労者の表彰について

でございまして、議案第73号では、長井市の助

役及び収入役として、また草岡の大明神ザクラ

保存会の初代会長等の要職を歴任され、市政の

発展と文化の振興に尽くされた髙世重右エ門さ

んを、長井市表彰条例第２条第１項第１号及び

第２号の規定に該当する市政功労者として、議

案第74号では、長井市民文化会館館長、長井

「小さな親切」の会会長をはじめとする要職を

歴任され、地域文化の振興に大きく貢献された

小林幸雄さんを、同条例第２条第１項第２号の

規定に該当する市政功労者として、議案第75号

では、長井市立総合病院副院長として、また長

井市中央青壮年連絡協議会の初代会長や調定委

員をはじめとする要職を歴任され、自治体病院

の発展と市民福祉の向上に尽くされた松下鈆三

郎さんを同条例第２条第１項第１号及び第４号

の規定に該当する市政功労者として、それぞれ

表彰いたしたくご提案申し上げるものでござい

ます。 

 よろしくご同意賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○蒲生光男議長 提案者の説明が終わりました。 

 本案はいずれも人事案件でありますので、質

疑、討論を省略し、順次採決いたします。 

 まず、議案第73号の１件について、原案に同

意することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○蒲生光男議長 起立全員であります。 

 よって、議案第73号は、原案に同意すること

に決定いたしました。 

 次に、議案第74号の１件について、原案に同

意することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○蒲生光男議長 起立全員であります。 

 よって、議案第74号は、原案に同意すること

に決定いたしました。 

 次に、議案第75号の１件について、原案に同

意することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○蒲生光男議長 起立全員であります。 

 よって、議案第75号は、原案に同意すること

に決定いたしました。 

 

 

 日程第２７ 議会案第６号 地方財 

 政の充実・強化を求める意見書の提 

 出について 

 

 

○蒲生光男議長 次に、日程第27、議会案第６号 

地方財政の充実・強化を求める意見書の提出に

ついての１件を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 議席番号７番、我妻 昇議員。 

  （７番我妻 昇議員登壇） 

○７番 我妻 昇議員 議会案第６号 地方財政

の充実・強化を求める意見書の提出についてご

説明申し上げます。 
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 本案は、先ほどの請願第６号の採択に基づき

提案するものであります。 

 急速な高齢化社会が到来し、国の歳出に占め

る社会保障関係費の割合は５割を超え、地方自

治体においても多くのサービスを提供するため

の役割が高まっております。また、経済状況は

いまだ停滞しており、雇用確保、社会保障充実

など、セーフティネットとしての地方自治体の

役割はますます重要であり、特に介護・福祉施

策の充実、農林水産業の振興、クリーンエネル

ギーの開発など、雇用確保と結びつけた政策の

充実・強化が求められております。 

 よって、2013年度予算において、地方財政予

算全体の安定確保に向けて、政府関係機関に所

要の対策を求め、意見書を提出するために提案

するものであります。よろしくご賛同ください

ますようお願い申し上げます。 

○蒲生光男議長 提案者の説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。ご質疑ございませ

んか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○蒲生光男議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、議会案第６号について討論を行い

ます。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○蒲生光男議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議会案第６号は、原案のとおり決するにご異

議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○蒲生光男議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議会案第６号は、原案のとおり決定

いたしました。 

 

 

 日程第２８ 議会案第７号 脳脊髄 

 液減少症の医療に関する意見書の提 

 出について 

 

 

○蒲生光男議長 次に、日程第28、議会案第７号 

脳脊髄液減少症の医療に関する意見書の提出に

ついての１件を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 議席番号８番、大道寺 信議員。 

  （８番大道寺 信議員登壇） 

○８番 大道寺 信議員 議会案第７号 脳脊髄

液減少症の医療に関する意見書の提出について

ご説明申し上げます。 

 本案は、先ほどの請願第５号の採択に基づき

提案いたすものであります。 

 脳脊髄液減少症は、交通事故やスポーツなど

の衝撃で脳や脊髄を覆う硬膜が損傷し、内部の

脳脊髄液が漏れ出て、頭痛やめまい、耳鳴り、

倦怠感等のさまざまな症状を引き起こします。

硬膜の外側に自分の血液を注入し、損傷部を塞

ぐブラッドパッチが有効な治療法とされていま

すが、入院費用や検査費用などは保険適用とな

ったものの、ブラッドパッチ治療そのものにつ

いては全額自己負担のため、一刻も早い全面的

な保険適用と自己負担のない治療が求められて

います。 

 よって、脳脊髄液減少症の患者を救済するた

め、必要な措置を求める意見書を国会及び政府

関係機関に提出するために提案するものであり

ます。 

 よろしくご賛同くださいますようにお願い申

し上げます。 

○蒲生光男議長 提案者の説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。ご質疑ございませ

んか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○蒲生光男議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、議会案第７号について討論を行い
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ます。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○蒲生光男議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議会案第７号は、原案のとおり決するにご異

議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○蒲生光男議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、議会案第７号は、原案のとおり決定

いたしました。 

 最後にお諮りいたします。本定例会において

議決されました議案の中で、条項、字句、数字、

その他整理を要するものについては、会議規則

第43条の規定により、その整理を議長に一任願

いたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○蒲生光男議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、整理を要するものについては、その

整理を議長に一任することに決定いたしました。 

 

 

   閉     会 

 

 

○蒲生光男議長 これをもって平成24年第４回長

井市議会定例会を閉会いたします。 

 ご協力まことにありがとうございました。 

 

 

    午前１１時０６分 閉会 
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